
ぽ
一
安
末
期
安
芸
国
高
田
郡
に
お
け
る
在

地
領
主
制
の
展
開
と
厳
島
社

吉
村

は
じ
め
に

晃

と文を（り印有11 にだま~i 伝延宣伝か

な書願 ω 文字I：社、源局文五をしらす正

つ」い一書領科1平頼失書年得て六安

たと出七をと主清信 l&を（るき代後

の呼た四預し佐縫もに厄1／一こた白期

でば。）けて 11'1と現終えーとが頼、

あれこにらの f完結状わて三が、成安

るるの、才1荘弘ん打つ所九で七ま芸

品大よ手て固にで開た領）き代で同

よ培う元い化初安に。のにず日嫡高

。のなにたを伝芸行成寄、に成々回

文そflあ中拭文国き孝進中い孝材1郡

苦情る原み書最詰のを央たは承の

群の文師たを大ま養中下。おの在

がも書長。副のり子し級危もか地

厳とをのーえ有、と出貫機うた飯

島「景養方て力仁して族感よち主

fl/1 11'.'I弘子、寄者安て荘でをうで藤

社 !TIに業保進と二藤間あ募 lこ高原

にWI差長延をな年 )jj（化るら 1m田氏

伝司しも五時Iつ（氏を中せ司 Wlは
ヨk:藤出、年してーのは原た峨郡

す f)jfし承に出い一後か師成補司 fJJ

る氏荘安成てた六をつ長孝任職代

こ関闘四孝、厳七継たへはのを守

と係化年よ厳島）いが相保 l-T相仲

図

高
田
郡
司
藤
原
氏
関
係
文
書
の
流
れ

雄

一

良

下

中

わ

埼

・

7
1

・4

！

b
’一、

f

t
沿

1
1
制
作
！
守
遠

H
頼
方

i
頼
成
｜
成
孝

H
源
頼
信

B

A

↑
佐
伯
よ

中
版
師
長

U
業
長
，
A

－
｜
』
嫡
子
関
係

H
U
4
養
子
関
係

i
i↓
は

寄

進

A
保
延
五
年
六
月

H
厳
原
成
孝
同
組
俊
迎
告
白
川
進
状

「
浅
野
忠
允
氏
旧

蔵
厳
島
文
書
」
一
号
）

B
仁
安
二
年
六
月
十
五
日
源
頼
信
譲
状

十
七
号
）

，A
承
安
田
年
十
月
一
日
中
原
業
長
寄
進
状

こ
れ
ら
「
厳
島
文
書
」
中
の
「
高
田
郡
司
雌
原
氏
関
係
文
書
」
は
、

多
数
の
太
政
官
符
・
庁
宣
・
売
券
・
立
券
文
、
譲
状
・
寄
進
状
等
に

よ
っ
て
柿
成
さ
れ
て
お
り
、
松
岡
久
人
氏
の
研
究

7
）
以
来
、
多
数

の
研
究
者
に
よ
っ
て
郡
郷
司
職
を
手
が
か
り
と
し
た
在
地
領
主
制

め
形
成
、
国
街
領
の
構
造
、
郡
郷
制
の
改
編
‘
あ
る
い
は
在
地
領
主

日
間
に
お
け
る
嫡
子
制
の
成
立
な
ど
中
世
成
立
期
の
同
術
支
配
・
在
地

社
会
の
基
本
問
題
を
解
明
す
る
た
め
の
銀
本
史
料
と
し
て
活
用
さ
れ

て
き
た

F
f
。
今
日
の
平
安
後
期
の
在
地
領
主
制
や
国
街
領
支
配
の

一
般
的
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
併
が
大
き
く
関
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

J

そ
し
て
、
『
広
島
県
史
』
古
代
中
償
資
料
一
総

H
－

m
が
刊
行
さ
れ
、

後
藤
紀
彦
氏
に
よ
っ
て
『
徴
古
雑
抄
』
所
収
の
厳
山
文
書
が
紹
介
さ
，

れ
る

2
に
至
り
、
研
究
は
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
。
そ
の
代
表
的

な
も
の
が
山
田
渉
氏
と
坂
上
康
俊
氏
に
よ
る
研
究
で
あ
る
？

山
田
氏
は
保
延
五
年
に
藤
原
成
孝
か
ら
中
原
師
長
へ
．
そ
し
て
示

去
四
年
に
中
原
業
長
か
ら
佐
伯
景
弘
へ
と
伝
来
し
た
文
書
群
（

A
系

列
）
と
、
仁
安
二
年
に
源
頼
信
か
ら
佐
伯
景
弘
へ
と
伝
来
し
た
文
書

併
（

B
系
列
）
を
比
較
し
、
そ
の
結
果
、
最
初
か
ら
存
在
し
て
い
た

な
ら
ば
保
延
五
年
の
寄
進
の
際
に
成
孝
か
ら
師
長
へ
手
渡
さ
れ
る
べ

き
保
延
五
年
以
前
の
年
号
を
も
ち
な
が
ら

A
系
列
に
は
存
在
し
な
い

文
書
が
、

B
系
列
の
文
書
群
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
に
文
書
の
流
れ

と
し
て
の
不
自
然
さ
を
抱
き
、
厳
島
文
書
の
中
で
も
白

mm
の
も
の
と

さ
れ
て
き
た
「
御
判
物
帖
」
の
中
に
四
通
の
偽
文
品
川
け
が
存
在
す
る
こ

と
を
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
氏
の
研
究
は
、
個
々
の
史
料
を
侃
立
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
「
文
書
群
」
と
し
て
の
存
在
形
態
肉
体
を
暦
史
的

史
料
と
し
て
捉
え
、
そ
の
構
成
過
程
に
お
け
る
社
会
的
背
景
、
す
な

わ
ち
い
か
な
る
機
能
を
有
し
て
い
た
の
か
を
考
え
る
必
要
性
を
求
め

た
点
が
史
料
研
究
の
方
法
論
と
し
て
画
期
的
な
も
の
と
評
価
さ
れ
、

（
「
新
出
厳
品
文
書
」

[lg 

0 

〈
新
出
厳

μ
文
書
」

四

-71 



以
後
の
研
究
方
法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
〔
1
0

ま
た
坂
上
氏
の
研
究
は
新
た
に
発
見
さ
れ
た
多
数
の
売
券
を
終
即

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
郡
司
厳
原
氏
の
所
制
「
別
符
重
行
名
」
の
形

成
に
つ
い
て
、
徴
税
関
係
役
人
に
よ
る
負
娯
物
代
と
し
て
の
所
領
没

収
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
さ
れ
、
従
来
開
発
請
負
に

山
来
す
る
と
さ
れ
て
い
た
在
庁
「
別
名
」
が
徴
税
を
挺
子
に
し
て
の

在
庁
官
人
た
ち
の
所
領
集
積
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か

に

さ

れ

た

Z

J

そ
の
後
も
平
安
末
期
に
高
田
郡
で
展
開
さ
れ
た
作
地
飢
主
制
の
間

組
、
国
街
在
庁
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
厳
島
社
神
主
佐
伯
景
弘
に
よ

る
社
傾
化
の
問
題
に
つ
い
て
様
々
な
角
度
か
ら
考
察
が
進
め
ら
れ
多

数
の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
こ
れ
ら
先
行
研
究
に
つ
い
て
、
多
数
の
文
苦
か
ら
何
が

問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
何
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
の
か
を
桜
町
一
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
考
察
し
た
い
。

ま
ず
厳
原
氏
一
族
が
高
田
郡
に
広
大
な
所
領
を
持
つ
よ
う
に
な
る

契
機
を
松
岡
・
坂
上
一
向
氏
の
論
を
参
考
に
雌
認
す
る
こ
と
で
古
川
田
郡

司
藤
原
氏
の
性
的
伶
に
つ
い
て
考
え
、
次
に
雌
原
氏
の
発
以
過
程
を
、

ま
た
逆
に
没
議
過
程
を
た
ど
る
こ
と
で
、
平
安
後
期
の
郡
司
職
補
任

の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

（

1
）
 

a
「
安
H

一
五
回
三
間
郷
私
償
化
の
一
考
察
」
（
『
史
学
研
究
』

復

刊

二

集

一

九

五

O
年
）
、

b

「
上
代
末
期
の
地
方
政
治
」

（

『

広

島

大

学

文

学

部

紀

要

』

四

号

一

九

五

三

年

）

C

「
百
姓
名
の
成
立
と
そ
の
性
格

i
郷
戸
及
び
領
主
的
名
と

の
関
係
而
を
中
心
と
し
て
｜
」
（
竹
内
理
三
編
『
日
本
封
悠

制

成

立

の

研

究

』

古

川

弘

文

館

一

九

五

五

年

）

d

「
郷
司
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
一
五

号

一

九

五

八

年

）

松
岡
氏
以
後
の
高
田
郡
司
藤
原
氏
を
素
材
と
し
た
代
表
的
研

究
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
上
繊
手
雅

敬
「
厳
島
社
領
と
平
氏
の
地
頭
制
」
（
『
日
本
中
世
政
治
史

研

究

』

所

収

稿

書

房

一

九

七

O
年
）
、
坂
本
賞
一
二
「
郡

（

2
）
 

第

郷
制
の
改
編
と
別
名
制
の
創
設
」
（
『
日
本
王
朝
国
家
体
制

古

川

』

所

以

東

京

大

学

出

版

会

一

九

七

二

年

）

、

問

中

文

英
「
平
氏
政
仰
の
凶
術
支
配

i
安
芸
同
の
場
合
｜
（
大
阪
女

子
大
『
女
子
大
文
学
〈
国
文
編
〉
』
一
一
六
号
一
九
七
五
年

『
平
氏
政
権
の
研
究
』
所
収
忠
文
聞
出
版
一
九
九
四
年
）

田
村
総
「
荘
同
公
領
制
の
成
虫
と
展
開
」
（
『
広
島
県
史
』

原

始

古

代

通

史

編

第

W

川
市
「
荘
園
制
と
武
士
」
第
三
節

一
九
八

O
年
）
、
服
藤
早
苗
「
平
安
時
代
の
相
続
に
つ
い

て

l
と
く
に
女
子
相
続
権
を
中
心
と
し
て

l
」
（
『
家
族
史

研

九

』

第

三

集

一

九

八

O
年

三

家

成

立

史

の

研

究

｜

組

先

祭

利

・

女

・

子

ど

も

｜

』

所

収

校

倉

吉

一

防

一

九

九
J

年
）
、
角
積
一
始
「
安
芸
同
に
お
け
る
荘
嗣
公
領
制
の
形
成
！

在
庁
葉
山
城
氏
を
中
心
と
し
て

1
」
（
『
日
本
史
研
究
』
二

七

五

号

一

九

八

五

年

）

、

長

沢

洋

「

高

田

郡

司

関

係

文

書

の
原
形
と
伝
来
に
つ
い
て
の
覚
書
」
（
『
広
島
県
立
文
書
館

紀

要

』

一

号

一

九

八

九

年

）

、

錦

織

勤

「

平

安

末

期

安

王
国
高
田
郡
の
政
治
問
題
」
（
『
口
本
歴
史
』
五
二
六
号

一
九
九
二
年
）
、
坂
本
賞
三
「
中
世
成
立
朋
の
郡
郷
制
に

つ
い
て

l
中
位
安
芸
国
の
郡
郷
の
聞
社
解
の
た
め
に

l
」
（
広

島

市

公

文

書

館

『

紀

要

』

六

号

一

九

八

三

年

）

「
『
徴
古
雑
抄
』
所
収
の
厳
島
文
書
」
（
『
史
学
雑
誌
』
八

八
一
耐
十
一
号
・
十
二
号
一
九
七
九
年
）
。
後
、
『
広
島
県

史
』
古
代
中
世
資
料
編

V

（
一
九
八

O
年
）
に
に
厳
島
文
古

編

2
の
補
遺
と
し
て
収
録
。

山
田
渉
「
安
芸
四
九
州
田
郡
司
と
そ
の
所
領
寄
進
｜
文
書
の
流

れ
の
再
検
討
を
中
心
と
し
て
｜
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九

O
編

一
号
一
九
八
一
年
）

坂
上
段
俊
「
安
芸
同
古
川
田
郡
司
脱
原
氏
の
所
領
集
積
と
伝
鎖
」

（
『
史
学
旅
誌
』
九
一
編
九
号
，
九
八
二
年
）

（

3
）
 

（

4
）
 

（ 

r: 
i) 

節
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原

氏

の

性

格
／ 

q
L
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等
が
臼
ら
が
開
墾
し
た
土
地
を
藤
原
氏
に
売
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

理
由
を
、
売
券
の
記
載
に
依
っ
て
「
種
々
の
貞
租
の
未
納
代
又
は
山

拳
稲
の
弁
済
代
等
と
し
て
、
又
そ
れ
ら
を
含
め
て
の
負
債
が
あ
っ
て

為
に
そ
の
担
保
と
し
て
同
白
が
先
進
さ
れ
た
」
（
ご
と
さ
れ
た
。
し

か
し
、
こ
の
集
積
さ
れ
た
所
領
は
あ
く
ま
で
公
偵
の
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
が
買
得
者
で
あ
る
藤
原
氏
の
私
領
と
な
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
疑
問
に
氏
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
す
な
わ
ち
大
治
二
年

（
一
一
一
一
七
）
立
券
文
（
E
の
田
地
の
記
載
法
が
て
磁
あ
っ
て
そ
の

遣
い
は
村
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
で
あ
る
が
、
記
さ
れ

て
い
る
点
は
公
印
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
公
問
の
後
身
で
あ

る
と
忠
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
両
方
の
問
地
に
は
共
通

の
耕
作
者
の
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
「
（
「
公
聞
の
後
身
」
を
耕
作

す
る
）
名
主
と
緩
原
氏
の
問
に
主
従
関
係
が
生
ず
れ
ば
、
そ
の
関
係

を
通
じ
て
．
（
こ
れ
ら
名
主
の
所
有
す
る
）
公
旧
の
私
鋭
化
の
行
わ

れ
易
い
事
は
、
理
解
さ
れ
る
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。
ま
た
こ
れ
ら

の
名
主
が
売
却
先
に
脱
原
氏
を
選
ん
だ
即
一
山
を
「
脱
原
氏
と
地
主
共

と
の
間
に
は
、
権
威
あ
る
も
の
に
臣
従
を
求
め
国
術
と
の
関
係
か
ら

解
放
さ
れ
、
保
有
地
を
確
保
し
た
い
と
願
う
地
主
共
の
要
求
と
、

m

可
に
し
て
惣
大
判
官
代
と
い
う
実
権
を
呉
え
た
者
（
厳
原
氏
）
の
私

領
地
拡
大
欲
と
が
合
致
し
て
、
両
者
が
結
び
付
い
た
」
と
さ
れ
た
。

松
岡
氏
の
見
解
は
、
在
地
領
主
が
そ
の
所
領
を
拡
大
・
発
展
し
て

い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
長
く
定
説
化
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
『
徴

古
維
抄
』
所
収
の
厳
島
文
書
が
発
見
・
紹
介
さ
れ
る
に
及
ん
で
‘
そ

の
中
に
多
数
含
ま
れ
て
い
た
完
券
を
用
い
て
藤
原
氏
の
性
絡
に
修
正

を
加
え
よ
う
と
す
る
研
究
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
成
果

を
表
し
た
の
が
坂
上
康
俊
氏
の
研
究
（
ー
で
あ
る
。

藤
原
氏
の
所
領
集
積
の
過
程
を
検
討
さ
れ
る
際
に
用
い
た
売
券
の

晶
終
的
な
買
得
者
が
他
人
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
藤
原
氏
が
自
己
の

所
領
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
松
岡
氏
は
「
そ
れ
ら
の
持
が
雌

原
氏
に
い
つ
の
間
に
か
主
従
関
係
を
結
は
さ
る
を
符
な
く
な
っ
た
か

或
は
償
領
さ
れ
た
か
」
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
解
釈
さ
れ
た
が
、
坂

上
氏
は
こ
の
考
え
に
修
正
を
求
め
た
。
す
な
わ
ち
っ
以
下
に
雌
原
氏
が

保
持
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
な
ら
横
領
と
い
う
が
態
も
考
え
ら
れ
よ

り

δ
門

i



う
が
、
そ
れ
を
自
己
の
も
の
と
し
て
寄
進
す
る
際

7
1
に
横
領
が
歴

然
と
わ
か
る
よ
う
に
一
巻
に
仕
立
て
る
と
い
う
こ
と
を
敢
え
て
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
」
さ
ら
に
は
「
主
従
関
係
が
結
ぼ
れ
る
と
、
自
動

的
に
、
何
の
媒
介
文
書
も
な
し
に
、
売
券
が
主
の
手
元
に
集
め
ら

i

れ

る
も
の
か
ど
う
か
」
と
い
う
疑
点
を
侠
み
考
察
を
進
め
ら
れ
る
。
こ

の
疑
問
に
対
し
て
「
必
原
氏
が
白
己
名
義
で
な
い
売
券
を
手
に
入
れ

る
に
つ
い
て
は
、
何
か
特
殊
な
事
情
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
そ
れ

は
卜
分
に
合
法
的
で
あ
っ
た
」
と
い
う
見
通
し
の
も
と
に
「
藤
原
氏

の
売
券
獲
得
は
只
体
的
に
い
か
な
る
経
過
を
た
ど
っ
て
な
さ
れ
た
の

か
」
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
考
察
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
を
以
下

に
示
し
た
い
。

ま
ず
脱
原
氏
以
外
で
買
得
者
と
し
て
最
も
多
く
畳
場
す
る
丹
治
近

恒
と
い
う
人
物
が
、
脱
原
氏
に
所
領
を
譲
与
す
る
際
、
自
ら
が
集
積

し
た
所
領
の
性
怖
と
そ
の
所
領
を
議
渡
す
る
煙
山
を
書
い
た
解

7
1

に
注
目
す
る
。
そ
こ
に
は
彼
の
所
領
集
積
は
「
勤
仕
公
文
預
職
之

問
」
「
年
々
仇
川
市
物
代
立
券
領
地
」
し
た
こ
と
に
よ
り
、
今
彼
が
所

領
を
手
放
す
川
町
山
は
、
彼
が
「
被
レ
停
止
公
文
職
一
」
れ
「
只
依
レ
為

郡
司
日
閉
鎖
」
る
か
ら
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
公
文
預
」
と
は
徴
税

関
係
役
人
で
あ
り
、
彼
等
は
納
税
責
任
を
果
た
し
た
負
名
に
は
「
官

米
返
抄
」
を
与
え
た
が
、
「
負
名
が
そ
れ
を
納
入
し
き
れ
な
い
事
態

が
生
ず
る
」
と
「
所
領
を
売
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
負
名
は
返
抄
を

ね
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
負
名
は
納
税
責
任
を
来
た
し
た
も
の
と
さ
れ
」

一
方
、
購
入
し
た
側
の
丹
治
近
恒
が
公
文
預
を
停
止
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
所
似
す
を
傾
知
で
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
彼
ら

は
私
財
を
投
じ
て
代
納
し
た
の
で
は
な
く
、
彼
ら
が
集
積
し
た
所
僚

の
性
格
と
は
徴
税
役
人
と
し
て
の
役
職
に
付
帯
し
た
所
領
と
い
う
意

味
が
あ
っ
た
、
と
さ
れ
た
。

こ
こ
で
再
び
尚
山
部
司
藤
原
氏
の
初
見
と
し
た
長
元
四
年
の
守
仲

議
状
を
見
直
し
た
い
。
さ
き
に
譲
与
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
「
三
田

郷
」
を
公
的
な
行
政
単
位
で
あ
る
郷
と
し
、
そ
の
譲
与
と
い
う
事
態

に
疑
問
を
侠
ん
だ
が
、
以
上
の
こ
と
を
考
え
る
と
松
岡
氏
も
指
摘
す

る
よ
う
に
「
三
川
郷
」
と
は
「
三
田
郷
郷
司
職
」
の
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
と
し
て
よ
い
と
忠
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
郷
司
職
」
と
い
う

徴
税
に
関
わ
る
役
職
を
有
し
て
い
た
藤
原
氏
は
、
負
累
物
の
代
わ
り

に
名
主
か
ら
所
領
を
没
収
し
、
所
領
を
拡
大
・
集
積
し
て
い
っ
た
。

そ
の
結
果
、
形
成
さ
れ
た
の
が
別
符
重
行
名
で
あ
り
、
負
名
が
負
累

を
つ
く
れ
ば
つ
く
る
ほ
ど
に
そ
の
所
領
「
別
符
重
行
名
」
は
拡
大
を

続
け
、
つ
い
に
は
三
回
郷
全
体
を
も
っ
て
藤
原
氏
の
所
領
と
主
張
す

る
ほ
ど
に
範
聞
を
広
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
後
、
「
一
二
回
郷
」
と
「
別
符
屯
行
名
」
を
区
別

し
な
く
な
っ
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

以
上
、
先
行
研
究
と
し
て
鉛
同
氏
と
坂
上
氏
の
諭
を
見
て
き
た
が
、

高
田
部
可
厳
原
の
性
格
、
及
び
そ
の
所
領
の
集
積
過
程
と
性
格
に
つ

い
て
ま
と
め
た
い
。

長
元
四
年
に
歴
史
上
に
姿
を
現
す
高
田
郡
司
藤
原
氏
は
、
代
々
に

お
い
て
三
田
郷
郷
叶
峨
と
い
う
徴
税
作
業
に
関
わ
る
役
職
に
従
事
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
負
名
が
官
物
を
未
進
す
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ

た
と
き
に
は
そ
の
名
主
の
所
有
す
る
回
白
を
没
収
し
、
自
ら
の
所
領

で
あ
る
別
符
重
行
名
に
組
み
込
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
契
機
で

版
原
氏
の
元
に
集
積
・
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
別
符
荒
行
名
は
三
田
郷

内
に
散
在
し
て
い
た
が
、
時
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
そ
の
範
聞
は

三
田
郷
の
ほ
と
ん
ど
を
被
い
尽
く
す
よ
う
に
な
り
、
一
一
一
山
郷
そ
の
も

の
が
重
行
名
と
区
別
さ
れ
な
い
よ
う
な
状
況
と
な
っ
た
。

次
節
で
は
、
藤
原
氏
先
日
以
・
没
落
の
過
程
を
概
観
し
、

を
確
認
し
た
い
。
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そ
の
理
由

（

1
）
 

六
月
三
日
藤
原
守
仲
議
状
（
「
新

以
下
『
厳
島
文
書
』
は
『
広
島
県

〈

2
）

長
一
冗
四
年
（
一

O
三
一
）

出
厳
島
文
書
」
．
口
行
）

史
』
よ
る
。

天
喜
五
年
（
」

O
五
八
）
一
二
月
十
日
高
間
郡
司
脱
原
守
頼
解

（
「
新
出
厳
島
文
書
」
一
二
号
）

承
保
四
年
（
一

O
七
七
）
十
二
月
三
十
日
高

m
m可
厳
原
頼

方
解
（
「
『
徴
訂
雑
抄
』
所
収
厳
島
文
書
」
一
一
一
号
）

「
別
符
重
行
名
」
が
私
領
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
永
承
三
年

（一

O
凶
八
）
七
月
二
日
藤
原
守
満
解
に
「
私
領
別
符
重
行
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

（

3
）
 

（

4
）
 



第

二

節

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

同
（

2
）
史
料

松
岡
は
じ
め
に
（

l
）

h
論
文
。

松
岡
は
じ
め
に
（

l
）

a
論
文
。
以
下
、

か
ぎ
り
氏
の
見
解
は
こ
の
論
文
に
よ
る
。

「
新
出
厳
島
文
書
」
一
五
日
行
。

坂
上
は
じ
め
に
（

5
）
論
文
。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
か

ぎ
り
氏
の
見
解
は
こ
の
論
文
に
よ
る
。

こ
こ
で
は
保
延
五
年
（
一
一
三
九
）
の
厳
原
成
孝
か
ら
中
原

氏
へ
の
寄
進
を
指
し
て
い
る
。
さ
ら
に
徴
十
日
所
収
の
新
た
な

売
券
を
含
め
た
検
討
に
よ
り
三
回
・
風
H
十
両
郷
分
の
売
券
は

寄
進
の
際
に
も
新
券
を
作
成
す
る
こ
と
な
く
議
波
さ
れ
た
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

長
治
三
年
二
月
十
九
日
丹
治
近
恒
凹
品
売
み

抄
』
所
収
厳
島
文
書
」
六
一
号
）
。

特
に
断
ら
な
い

（
叩
）

（
日
）

「
『
徴
古
雑

藤
原
氏
の
発
展
と
没
落

藤
原
氏
の
所
領
伝
領
は
、
長
一
応
凶
年
の
藤
原
守
仲
議
状
を
は
じ
め

と
し
て
、
成
孝
か
ら
一
政
頼
信
に
対
し
て
の
伝
領
を
記
し
た
も
の
ま
で

お
よ
そ
七

O
数
年
間
、
八
代
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い
る
員
i
J

し
か
し
、
郡
郷
司
織
補
任
状
況
に
白
を
向
け
る
と
、
各
代
に
お
い

て
か
な
り
の
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

L
I
J
本
節
で
は
様

原
氏
が
高

m
m内
に
お
い
て
公
権
力
を
強
め
て
い
く
過
程
、
逆
に
抗

体
化
し
て
い
く
過
程
を
概
観
し
、
先
行
研
究
を
整
即
し
な
が
ら
そ
の

剛
山
を
凡
て
い
き
た
い
。

対
象
者

表

藤
原
氏
郡
郷
司
職
補
任
状
況
表

年
月
日

補
任
内
容
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司

i

表

i
を
見
て
次
の
こ
と
が
い
え
る
。
頼
方
の
代
に
は
ご
品
問
郡
大

飯
臓
」
「
三
同
郷
郷
可
職
」
に
補
任
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
前
節
で

述
べ
た
よ
う
に
守
付
議
状
を
は
じ
め
と
し
て
代
々
の
議
状
に
見
え
る

議
与
の
対
象
と
し
て
の
「
二
一
間
郷
」
と
は
三
川
郷
郷
司
臓
の
こ
と
で



あ
り
、
ま
た
、
譲
渡
者
は
自
ら
を
高
田
郡
司
で
あ
る
と
記
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
頼
方
以
前
の
藤
原
氏
も
代
々
一
二
田
郷
司
・
高
田
郡
司
を

名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
頼
成
は
高
間
郡

司
職
補
任
と
同
時
に
三
田
郷
を
は
じ
め
高
出
郡
金
郷
の
郷
司
臓
に
も

補
任
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
見
し
て
、
頼
成
の
代
に
な
っ
て
藤

原
氏
一
族
は
高
田
郡
に
お
け
る
「
影
響
力
」
を
拡
大
し
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

右
の
よ
う
な
脱
原
氏
の
発
展
を
坂
上
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ

る

7
；

頼
方
以
前
の
藤
原
氏
が
名
乗
っ
て
い
る
榔
郷
司
と
は
、
自
ら
は

「
領
！
知
三
田
郷
」
と
い
っ
て
い
る

が
、
徴
税
一
山
に
関
し
て
い
え
ば
在
庁
宮
人
と
と
も
に
負
累
物
代
の
所

似
の
没
収
や
結
解
の
作
成
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
産
味
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
郷
内
の
公
民
に
対
し
て
与
え
る
影
響
力
は
在
庁
官

人
と
故
ぶ
程
度
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
職
務
を
そ
の
役

割
と
す
る
郷
可
が
相
伝
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
載
さ
れ

て
い
る
が
、
先
祖
相
伝
と
い
う
こ
と
白
体
は
そ
れ
ほ
ど
意
味
を
な
さ

ず
、
実
際
に
そ
れ
ら
の
職
務
を
滞
り
な
く
果
た
し
て
き
た
か
ら
こ
そ

代
々
そ
の
役
に
任
命
さ
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果

的
節
で
述
べ
た
よ
う
に
徴
税
活
動
を
て
こ
い
れ
と
し
て
所
鎖
す
な
わ

ち
別
符
重
行
名
の
拡
大
が
進
む
に
つ
れ
、
重
行
名
と
公
郷
で
あ
る
三

叩
郷
と
が
、
区
別
つ
か
な
く
な
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
藤
原
氏
は
発

展
を
成
し
遂
げ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
、
初
め
て
三
田
郷
内
に
公

文
頭
等
在
庁
官
人
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
‘
在
庁
官
人
等
が
所

領
を
集
積
す
る
こ
と
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
郷

司
臓
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
三
田
郷
を
そ
の
支
配
下
に
お
い

た
藤
原
氏
は
、
頼
成
の
代
に
入
る
と
古
川
田
部
七
ヵ
郷
の
う
ち
、
す
で

に
荘
同
化
さ
れ
て
い
た
豊
島
郷
を
除
く
六
カ
郷
の
郷
可
職
に
補
任
さ

れ
、
そ
の
支
配
権
を
つ
い
に
高
田
郡
内
一
円
に
の
ば
し
た
の
で
あ
っ

た。
ま
た
こ
の
頼
成
の
代
に
お
い
て
他
郷
の
郷
司
職
に
ま
で
補
任
さ
れ

た
背
景
に
、
ど
う
い
っ
た
事
怖
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
松
岡
氏
は

次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る

2
；

りでは年頼司司成をぎをるこはめわはありと官味藤は つ郷を中決力て
かの三〈成職臓か舶な犯これ lヨたれ白っかき物す原 こたの滞、定者いこ

の
よ
う
な
事
前
に
よ
る
高
田
郡
全
域
に
お
け
る
徴
税
活
動
執
行

前
節
に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
な
所
領
集
積
の
過
程
を
通
し
て

氏
の
所
領
で
あ
る
別
符
議
行
名
が
各
郷
に
誕
生
す
る
こ
と
を
意

る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
‘
こ
れ
ら
の
所
領
も
低
額
と
は
い
え

が
か
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
税
を
払
い
き
れ
な
く
な
っ
た

は
‘
次
代
の
者
が
新
た
に
郡
・
郷
司
職
に
補
任
さ
れ
な
い
ば
か

本
人
も
他
の
在
地
領
主
と
交
代
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
事
態
も

た
。
そ
し
て
頼
成
は
、
別
符
近
行
名
の
あ
ま
り
の
広
さ
に
今
度

ら
が
多
大
な
税
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
そ
の
経
営
手
腕
を
問

る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
似
成
の
代
に
お
い
て
頂
点
を
極

藤
原
氏
の
発
展
は
、
別
符
重
行
名
の
あ
ま
り
の
拡
大
に
、
今
度

ら
が
税
の
未
進
に
苦
し
む
と
い
う
状
態
に
陥
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
で
藤
原
氏
が
代
々
郡
司
臓
を
伝
領
で
き
て
き
た
の
は
税
を
滞

と
な
く
納
め
て
き
た
か
ら
で
あ
り
、
藤
原
氏
も
一
度
税
の
滞
納

し
て
し
ま
う
と
、
た
だ
ち
に
そ
の
地
位
を
追
わ
れ
る
立
場
に
す

い
。
実
際
に
頼
成
の
次
の
代
の
成
孝
に
お
い
て
は
お
そ
ら
く
税

調
に
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

A
2

、
頼

ら
所
領
の
譲
渡
を
受
け
て
か
ら
長
く
の
問
、
国
衡
か
ら
の
郡
郷

補
任
を
知
ら
せ
る
文
書
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
成
孝
が
郡

あ
る
い
は
郷
司
職
と
い
っ
た
政
治
的
な
地
位
を
得
ら
れ
た
の
は

に
所
領
を
議
与
さ
れ
た
後
、
お
よ
そ
三
十
年
も
た
つ
た
保
延
五

一
一
一
二
九
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
職
権
が
及
ぶ
の

印
郷
の
み
に
著
し
く
縮
小
さ
れ
て
お
り
、
も
は
や
頼
成
の
代
ま

よ
う
な
高
田
郡
全
域
に
対
す
る
支
配
維
は
望
め
ず
、
そ
れ
ば
か

元
々
重
郷
あ
る
い
は
住
郷
と
し
て
先
祖
代
々
支
配
権
を
有
し
て

76 -

の
時
期
に
至
っ
て
郡
司
・
郷
司
と
い
っ
た
諸
臓
が
利
権
化
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
国
司
遥
任
制
の
一
般
化
に
よ
っ
て
、
夜
地
勢

と
在
庁
勢
力
者
で
あ
る
目
代
と
の
私
的
関
係
が
郡
郷
司
補
任
に

的
要
凶
を
な
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の

厳
原
氏
は
頼
成
の
代
に
い
た
っ
て
、
郷
司
と
し
て
の
徴
税
活
動

り
な
く
果
た
し
て
き
た
実
結
か
ら
か
、
日
代
と
関
係
を
結
び
他

郷
可
臓
に
補
任
さ
れ
、
そ
の
勢
力
を
鉱
大
し
て
い
く
こ
と
と
な



い
た
つ
一
間
郷
ま
で
を
も
低
定
さ
れ
る
危
険
性
が
出
て
き
た
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
成
孝
が
と
っ
た
の

は
寄
進
・
荘
間
化
と
い
う
手
段
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
保
延
五
年
六

月
に
臼
ら
が
持
ち
得
る
相
伝
文
書
の
小
で
尚

m
mに
お
け
る
支
配
の

正
統
性
を
主
張
で
き
る
文
書
を
山
中
央
黄
悠
の
中
原
氏
に
預
け
る
こ
と

で
行
っ
た
寄
進
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
際
‘
添
え
ら
れ
た
寄
進
状
に

は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

（
前
略
）

右
、
所
領
回
出
栗
林
仙
山
等
、
従
先
祖
守
仲
之
時
至
一
子
親

父

頼

成

、

属

高

田

郡

七

郷

大

領

職

次

第

利

点

所

レ

A
H

領
知

也
、
共
中
於
三
間
郷
者
、
依
レ
同
住
郷
、
件
山
寸
仲
次
第
譲

l

与
嫡
子

d

相

侍

譜

第

敢

無

牢

龍

、

又

於

風

円

十

郷

省

、

依

レ

有

手

次

之

券

井

国

司

立

券

免

判

、

同

所

領

掌

也

、

於

他

五
郷
者
、
雌
レ
無
私
議
文
、
度
々
自
符
庁
山
町
等
山
間
然
也
、
雌

L

然
三
回
風
円
十
両
郷
之
外
、
今
度
不
レ
及
沙
汰
也
、
而
人
7

重
代

相
山
間
御
門
人
之

k
、

依

レ

有

多

年

之

芳

思

、

相
l

副
次
第
相

侍
之
券
契
一
、
永
所
レ
奉
レ
譲
1

波
主
税
構
助
中
原
初
回
師
長
也
、

券

契

有

レ

限

、

首

時

向

後

令

領

掌

給

之

問

、

於

ド

司

者

以

成
孝
之
子
孫
可
ド
A
H

宛
行
給
！
也
、
米
又
獄
中
日
他
国
近
代

之
例
d

令
レ
中
！
立
御
願
寺
井
権
門
之
御
庄
也
、
孔
日
記
年
来
自

先
祖
守
満
守
頼
wm寸
時
、
代
々
回
防
御
一
家
之
仕
入
、
一
小
レ
可

レ

有

御

幾

改

也

、

的

自

後

日

之

詫

文

、

利

子

制

、

永

奉

一
政
波
之
状
如
レ
件

保

延

五

年

六

月

日

品
以

ahU
事
前
S
M
P

川
列
可

ι

』

l
f「

H
U
s
h
－

嫡
女
夫
藤
原

（
花
押
）

（
花
押
）

「
成
孝
」

「
範
俊
」

す

な

わ

ち

「

従

干

先

祖

守

仲

之

時

宅

子

親

父

頼

成

部

高

田

郡

七
郷
大
領
職
」
る
脱
原
氏
一
放
は
高
間
郡
を
「
次
第
相
承
所
レ
令

領

知

」

で

あ

っ

た

が

、

「

今

度

不

レ

及

沙

汰

」

る

こ

と

と

な

っ

た

た
め
た
め
、
「
重
代
相
侍
御
門
人
之
上
、
依
レ
有
多
年
之
芳
思
」

り
、
中
原
氏
を
領
山
本
と
し
、
さ
ら
に
「
准
岱
他
凶
近
代
之
例

A
H

レ
申
1

立
御
願
寺
井
権
門
之
御
庄
」
め
〈
2
、

「

於

下

司

者

以

一
成
孝
之
子
孫
可
F
A
H

一
宛
行
給
よ
さ
と
の
願
い
を
申
し
出
て
い
る
。

こ
の
寄
進
の
結
果
に
つ
い
て
、
結
論
か
ら
先
に
い
う
と
失
敗
に
終

わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
中
原
氏
に
よ
っ
て
御
願
寺
に
寄
進

さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
ま
た
荘
同
化
が
成
功
し
た
と
す
る
よ
う
な
記

述
の
あ
る
史
料
は
み
あ
た
ら
な
い
し
、
当
然
、
藤
川
郎
氏
の
下
司
職
補

任
の
様
子
も
み
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
結
果
、

在
地
に
お
け
る
支
配
権
を
喪
失
し
た
成
孝
は
「
所
世
官
物
負
紫
未
進

併
私
負
物
出
拳
」
を
弁
済
し
て
も
ら
う
た
め
源
頼
伝
を
養
子
と
し
、

手
元
に
あ
る
文
書
を
譲
渡
し
た

2
；

こ
う
し
て
三
田
郷
を
は
じ
め
と
す
る
高
田
郡
に
お
け
る
領
有
権
を

完
全
に
失
っ
た
厳
原
氏
は
完
全
に
歴
史
上
か
ら
資
を
治
す
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
こ
れ
ま
で
通
説
と
さ
れ
て
き
た
高
田
郡
川
雌
原
氏
一
族
の

歴
史
で
あ
る
。
松
岡
・
坂
上
両
氏
の
郡
司
職
相
伝
の
と
ら
え
か
た
に

つ
い
て
、
先
祖
相
伝
と
い
う
こ
と
を
従
来
ほ
ど
市
一
仰
せ
ず
、
そ
れ
よ
，

り
も
職
務
（
徴
税
）
を
滞
り
な
く
来
た
し
て
き
た
こ
と
で
相
伝
が
可

能
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
を
さ
れ
た
こ
と
は
評
似
で
き
る
。
し
か
し

両
氏
の
理
解
は
藤
原
氏
と
他
肢
に
お
け
る
郡
司
験
競
合
し
か
怨
定
さ

れ
て
い
な
い
点
不
満
が
残
る
。
す
な
わ
ち
他
族
と
争
う
以
前
に
泌
郎

氏
一
族
の
中
で
の
激
し
い
競
合
が
存
在
し
て
い
た
と
を
見
逃
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
節
で
は
平
安
後
期
の
郡
郷
司
職
補
任
の
あ

り
方
に
つ
い
て
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

円

i
司，，

（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

坂
上
は
じ
め
に
（

5
）
論
文
。

松
岡
は
じ
め
に
（

l
）

a
論
文
。

治
承
問
年
（
一
一
八

O
）
九
月
に
源
頼
析
の
子
頼
綱
が
安
芸

国
一
符
厳
島
社
神
主
で
あ
る
佐
伯
景
弘
に
宛
て
た
手
紙

（
「
厳
島
野
坂
文
書
」
一
八

O
四
日
可
）
の
中
に
「
所
岱
官
物

負
累
未
進
併
私
負
物
出
拳
巨
多
也
、
公
私
之
術
一
被
山
助
」

れ
て
い
る
藤
原
成
孝
の
造
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
准
杭
他
国
近
代
之
例
、
令
レ
市
I

立
御
願
与
井
権
門
之

御
庄
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
荘
間
化
に
は
一
定
の
認
定

（

4
）
 



ル

ー

ル

が

あ

っ

た

こ

と

が

う

か

が

え

る

。

す

な

わ

ち

、

公

飯

の

上

地

を

寄

進

し

て

荘

園

化

す

る

と

い

う

の

は

無

条

件

に

行

わ

れ

る

の

で

は

な

く

、

な

ん

ら

か

の

用

途

目

的

が

あ

っ

て

そ

の

費

用

捻

出

が

正

当

で

あ

る

こ

と

が

認

め

ら

れ

て

初

め

て

立

荘

さ

れ

た

。

こ

の

点

、

今

正

秀

「

院

政

則

同

家

論

の

再

構

築

に

む

け

て

｜

王

朝

国

家

体

制

論

の

視

角

か

ら

｜

」

〈

『

史

学

研

究

』

一

九

二

号

一

九

九

一

年

）

、

同

「

保

一

冗

花

倒

整

型

令

の

歴

史

的

意

義

｜

平

安

後

期

荘

回

数

用

政

策

を

め

ぐ

る

政

府

と

権

門

！

」

（

『

日

本

史

研

究

』

一

二

七

八

月

一

九

九

同

年
）
参
照
。

第
三
節

郡
司
職
相
伝
の
あ
り
方
に
つ
い
て

創
刊
方
が
郡
司
臓
を
継
承
し
た
事
情
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
こ
れ
ま

で
頼
方
は
先
代
守
遠
よ
り
郡
司
臓
を
相
伝
し
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

A
古
川
田
郡
司
散
佼
厳
原
守
連
解

請
レ
被
F

殊
蒙
－
凶
一
思
裁
下
↓

譲

与

子

細

状

右

、

守

遠

誕

案

一

事

情

、

雌

郷
弁
別
符
共
所
一
一
議
与
也
、

旦
年
来
住
人
打
開
領
国
・
品
、
以
一
見
直
物

生

来

子

孫

、

注

在

状

414

口
上
、
以
解
、

治

腐

問

年

口

月

十

日

依

公

験

議

状

明

白

、

無

他

妨

頼
方
可
領
知
之
、

二141
ニ諦

五？
別~

士It符寸

重

T丁
嫡

男

頼
)j 

幼

少

住

郷

依
レ
馬

且

田

”
唱
え

b
λ
λ
F

・γt
n
u
d
u，

H
L》

H
U「
リ
ラ

τ
J
十

T
H川

倣
位
脱
原
｛
寸
遠

判j

大

介

藤

原

朝

臣

（
花
押
）

こ

の

議

状

で

は

在

世

中

の

守

速

が

「

嫡

男

頼

方

」

に

直

接

部

可

臓

に
付
随
す
る
三
田
郷
・
別
符
重
一
行
名
を
譲
与
し
て
い
る
（
し
た
が
っ

て
那
珂
臓
も
守
遠
か
ら
頼
方
へ
直
接
譲
渡
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
）

と
こ
ろ
が

A
議

状

に

み

え

る

相

伝

と

異

な

る

事

情

を

訴

え

る

頼

方

自

身
の
手
に
よ
る
史
料
が
存
在
す
る
。

B
L品
田
部
口
口
口
口
口
口
口
相
傍
所
領
畠
立
券
事

A
口風

早
郷

（

中

略

）

〔

守

脱

力

）

右

件

品

、

先

制

相

伝

之

所

領

也

、

而

故

権

守

遠

宿

祢

無

指

子

息

一

之

問

、

死

去

之

後

万

々

牢

館

、

然

而

絞

方

局

彼

末

葉
J

之

上
、
任
譜
代
之
理
令
執
！
行
郡
務
一
之
慮
、
山
政
レ
領
t
一
知
彼
所

領

畠

乎

、

抑

品

川

郡

司

頼

如

不

治

第

一

也

、

或

以

相

伝

郡

司

所

知

、

泊

与

他

人

、

或

朝

来

暮

乗

往

之

氏

、

以

郡

司

所

領

地

枯
却
、
所
、
住
百
姓
甚
不
レ
知
其
理
者
、
依
－
立
券
之
旨
一
、
馬

レ
被
裁
判
注
進
如
レ
件
、

応
徳
二
年
三
月
十
六
日

「
件
品
、
下
l

知

郷

郷

令

立

券

次

、

者

、

円

十

任

相

伝

之

問

、

可

領

掌

大
介
従
四
位
下
行
源
朝
臣
（
花
押
）

宅己
創E

HJ 
違

藤

原

頼

1i 
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2 

局

こ
の
立
券
文
に
よ
れ
ば
、
頼
方
は
守
速
が
「
子
息
」
が
な
い
ま
ま

「
死
去
」
の
後
、
「
末
葉
」
で
あ
る
う
え
に
「
譜
代
之
理
」
に
よ
っ

て
「
郡
務
」
を
執
行
し
て
い
る
と
記
る
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目

す

べ

き

な

の

が

「

前

部

可

頼

如

」

の

存

花

で

あ

る

。

綴

方

以

前

に

高

田
郡
郡
司
で
あ
っ
た
の
は
守
遠
で
は
な
く
頼
如
な
る
人
物
で
あ
っ
た
。

す

な

わ

ち

、

高

田

郡

郡

司

織

は

守

遠

i
頼

如

l
頼

方

と

い

う

順

で

継

承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
、
平
安
後
期
に
お
け
る

郡
司
験
補
任
の
あ
り
方
と
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

郡
司
補
任
は
、
奈
良
時
代
以
来
、
才
用
主
義
と
譜
第
主
義
の
二
つ

の
基
準
の
比
重
の
変
化
に
よ
っ
て
変
遷
し
た
が
、
平
安
中
後
期
に
は

形

式

的

に

は

律

令

制

の

原

則

ど

お

り

の

譜

第

主

義

に

よ

っ

て

郡

司

補

任
が
行
わ
れ
て
い
た
。
十
位
紀
の
実
例
に
よ
れ
ば
、
「
譜
第
正
胤
、

実
代
門
地
」

5
や
「
譜
第
正
胤
、
累
代
門
地
」

2
の
文
言
が
見
え
、



「
譜
第
」

た。
と
こ
ろ
で
凶
街
に
は
「
譜
第
凶
」
な
る
も
の
が
備
え
ら
れ
て
い
た

z；
「
譜
第
図
」
と
は
凶
内
諸
郡
の
郡
司
臓
の
譜
第
相
伝
関
係
を

表
し
た
系
凶
で
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
（
6

；

ま

た

加

賀

国

と

想

定

さ

れ
る
国
司
が
新
任
に
当
っ
て
国
術
在
庁
に
注
進
さ
せ
た
「
雑
事
注

文
」
？
）
の
な
か
に
「
郡
司
大
名
事
」
「
郷
・
保
等
領
主
事
君
主
捕
」

が
み
え
、
郡
司
や
「
中
古
以
降
」
の
郷
司
・
保
司
の
補
任
状
況
が
新

任
問
司
に
報
告
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
も
、
「
譜
第

図
」
に
も
と
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
国
街

は
「
譜
第
之
恕
」
に
も
と
づ
く
郡
可
燃
相
伝
の
状
況
を
「
譜
第
図
」

の
か
た
ち
で
登
録
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
安
芸
国
街

に
お
い
て
も
高
田
部
郡
可
制
任
状
況
は
「
譜
第
図
」
に
登
録
さ
れ
て

い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
は
藤
原
氏
の
代
々
の
譲
状
に
対
応
す

る
守
仲
｜
守
満

i
守
頼

l
守
遠

i
頼
方
と
い
う
「
譜
第
之
理
」
に
も

と
づ
く
「
嫡
々
相
示
」
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し

か
し
「
譜
第
図
」
お
よ
び
代
々
譲
状
に
あ
ら
わ
れ
る
相
反
関
係
は
実

際
の
血
縁
関
係
や
初
伝
関
係
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。

B
立
券

文
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
高
田
郡
司
織
は
い
っ
た
ん
守
遠
か
ら
頼
如

に
相
伝
さ
れ
た
が
、
「
不
治
第
一
」
を
理
的
に
頼
如
は
郡
司
臓
を
解

任
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
守
頼
の
「
未
来
」
頼
方
が
補
任
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
不
治
」
を
理
山
に
解
任

さ
れ
た
頼
如
は
、
凶
街
削
除
符
の
「
譜
第
図
」
か
ら
抹
消
さ
れ
、
頼
方

は
あ
た
か
も
守
速
か
ら
前
一
段
「
譜
第
之
理
」
に
よ
っ
て
郡
司
臓
を
相

伝
し
た
か
の
ご
と
く
「
坦
旭
川
第
凶
」
に
を
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
頼
方
は
、
実
際
に

m司
織
に
補
任
さ
れ
た
応
徳
三
年
ご
ろ
ー

よ
り
は
る
か
に
遡
る
治
府
間
年
の
日
付
で
、
生
存
中
の
守
速
が
「
嫡

男
」
頼
方
に
、
郡
司
臓
の
如
何
伝
と
連
動
す
る
先
組
相
伝
の
三
川
郷
・

別
符
重
行
名
を
譲
渡
し
た
と
い
う

A
守
遠
解
（
議
状
）
を
作
成
し
て

凶
可
に
提
出
し
、
そ
れ
を
受
け
て
同
川
は

A
議
状
に
同
判
を
与
え
る

と
と
も
に
頼
方
の
郡
司
職
補
任
手
続
き
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
て
「
不
治
」
に
よ
っ
て
解
任
さ
れ
た
頼
如
は
、
郡
司
臓
を
相
伝

す
ゐ
版
原
氏
の
公
券
文
書
（
誠
状
）
か
ら
も
、
凶
術
保
符
の
「
議
第

で
あ
る
こ
と
が
郡
司
補
任
に
お
い
て
優
越
的
条
件
で
あ
っ

関
」
か
ら
も
抹
殺
さ
れ
、
部
可
織
を
め
ぐ
る
織
烈
な
競
合
も
交
鉾
も

な
か
っ
た
の
ご
と
く
、
「
譜
第
之
理
」
に
も
と
づ
く
「
嫡
々
相
承
」

の
か
た
ち
で
守
遠
か
ら
頼
方
へ
と
郡
司
職
が
相
伝
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

郡
司
臓
補
任
が
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
な
ら
、
現
実
の
血
縁
関

係
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
要
す
る
に
郡
司
臓
を
め
ぐ
る
同
族
内

の
蛾
烈
な
競
合
に
勝
ち
抜
き
、
郡
司
般
に
補
任
さ
れ
そ
の
地
伎
を
舵

保
し
た
も
の
が
「
譜
第
」
で
あ
り
「
嫡
男
」
と
認
定
さ
れ
る
の
で
あ

る

2
；
い
っ
た
ん
郡
司
職
に
相
伝
し
て
も
「
不
治
」
を
埋
耐
に
解

任
さ
れ
た
ら
「
譜
第
図
」
か
ら
抹
消
さ
れ
、
郡
司
職
相
伝
文
書
の
上

か
ら
も
抹
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
嫡
々

相
反
の
体
裁
を
と
る
間
代
の
議
状
も
、
必
ず
し
も
実
際
の
相
伝
の
状

況
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
最
終
的
に
国
衡
の
認
知
を
得

て
正
当
と
さ
れ
た
郡
司
職
の
相
伝
関
係
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

頼
方
の
よ
う
に
「
末
葉
」
の
者
が
「
鱗
男
」
と
し
て
相
伝
し
た
者
や
、

頼
如
の
よ
う
に
途
中
で
解
任
さ
れ
抹
消
さ
れ
た
郡
司
も
い
た
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
議
状
に
表
現
さ
れ
た
嫡
々
相
承
は
一
つ
の
版
制

（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
で
あ
る
。

以
上
の
推
察
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
高
田
郡
郡
司
蛾
が
守
仲
1

守

満

l
守
頼

1
守
遠

l
頼
方
と
「
藤
原
」
氏
に
よ
っ
て
相
伝
さ
れ
て
き

た
と
い
う
従
来
か
ら
い
わ
れ
て
き
た
通
説
は
、
表
面
的
に
は
誤
り
で

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
国
司
か
ら
正
当
と
認

知
さ
れ
た
相
伝
関
係
で
あ
り
、
実
際
に
「
嫡
子
制
」
に
よ
っ
て
相
伝

し
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
譜
第
之
埋
」
な
る
も
の
は
、

同
族
内
の
諸
家
・
諸
個
人
の
織
烈
な
競
争
に
勝
ち
政
い
て
郡
司
臓
の

地
位
を
勝
ち
取
り
そ
の
地
位
を
保
持
し
続
け
え
た
者
だ
け
が
獲
得
で

き
た
の
で
あ
る
。
ん
寸
遠
の
相
続
を
め
ぐ
っ
て
頼
如
と
頼
点
が
競
合
し
、

「
不
治
」
を
理
由
に
頼
如
が
解
任
さ
れ
た
あ
と
を
頼
方
が
受
け
継
い

だ
よ
う
な
関
係
は
、
守
遠
以
前
の
各
世
代
に
も
起
こ
り
え
た
こ
と
で

あ
る
。そ

れ
で
は
こ
の
郡
司
臓
を
め
ぐ
る
競
合
、
一
小
治
に
よ
る
解
任
、
新

た
な
所
望
者
へ
の
補
任
は
、
い
か
な
る
条
件
ま
た
は
要
同
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
亡
は
前
節
で
も
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触
れ
た
よ
う
に
似
方
の
二
代
あ
と
の
成
孝
が
、
源
頼
信
を
養
子
と
し

て
郡
司
職
お
よ
び
所
領
を
譲
与
し
た
理
由
が
参
考
に
な
ろ
う
。
こ
の

成
孝
が
頼
信
に
所
領
を
議
与
し
た
理
由
は
、
「
馬
荒
郷

t
、
所
官
官

物
負
娯
未
進
併
私
負
物
出
挙
巨
多
也
」
と
い
う
状
態
に
陥
り
、
「
公

私
之
使
」
に
「
立
勘
」
ぜ
ら
れ
て
い
る
成
孝
が
、
「
源
大
夫
」
（
頼

信
）
を
「
養
子
」
に
し
て
、
彼
に
「
証
文
等
」
を
譲
与
せ
ら
れ
た
、

そ
の
「
意
趣
」
は
先
に
指
摘
し
た
「
郷
未
進
私
負
」
を
弁
済
し
て
も

ら
う
た
め
で
あ
っ
た

7
1
0

こ
の
よ
う
な
「
所
当
官
物
負
累
未
進
」

が
「
不
治
第
一
」
な
の
で
あ
り
、
都
可
織
解
任
の
最
大
の
理
由
で
あ

っ
た
。
中
央
技
能
官
人
の
家
業
相
示
の
実
質
的
基
準
が
血
統
で
は
な

く
技
量
の
優
劣
、
す
な
わ
ち
「
器
量
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
郡
司
職

相
伝
の
実
質
的
基
準
は
郡
務
執
行
（

H
官
物
請
負
）
能
力
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

そ
も
そ
も
九
世
紀
末
ま
で
郡
司
は
調
腐
正
税
徴
収
の
責
任
者
で
あ

っ
た
が
、
十
似
紀
に
入
り
、
郡
司
は
請
負
関
係
か
ら
排
除
さ
れ
、
未

進
請
求
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
国
司
主
導
の
国
内
行
政
改
革
に

よ
っ
て
、
同
術
が
負
名
と
前
田
欣
対
峠
し
負
名
が
未
進
責
任
を
追
求
さ

れ
る
と
い
う
仇
名
体
制
に
転
換
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
？
と
。
し
か
し

十
一
位
紀
中
東
以
降
、
郡
郷
制
の
改
編
を
境
に
再
び
郡
司
郷
司
が
徴

税
請
負
主
体
と
し
て
蘇
る
。
榔
郷
司
は
ま
た
未
進
を
請
求
さ
れ
る
よ

う
に
な
る

7
3
。

右
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
先
に
あ
げ
た
『
半
井
家
本
『
医
心
方
』

紙
背
文
書
』
「
（
年
月
日
米
詳
）
雑
事
注
文
」
中
の
「
郷
・
保
等
領

主
事
四
竹
川
町
議
」
の
内
中
十
日
」
と
い
う
文
言
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
。
こ

れ
は
先
に
、
「
中
古
」
以
降
の
代
々
の
郷
保
司
補
任
状
況
を
記
し

た
ま
さ
に
「
治
代
闘
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
も
の

と
し
た
が
、
い
ま
、
保
有
意
義
の
基
準
と
し
て
い
る
「
中
古
」
を
、

郡
郷
改
編
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
郡
司
補
任
状
況
が
意
味
を
果
た
さ

な
く
な
っ
た
十
一
位
紀
中
葉
に
求
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
高
田
郡
司
厳
原

氏
の
初
代
守
仲
が
守
満
に
譲
与
し
た
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
は
長
一
苅
四

年
（
一

O
一
一
一
一
）
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
郡
郷
制
改
編
の
前
夜
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
守
仲
・
守
満
時
代
に
郡
郷
制
改
編
の
洗

礼
を
受
け

し
た
の
が

官
物
請
負
能
力
を
も
っ
新
た
な
郡
司
郷
司
と
し
て
登
場

向
田
郡
司
藤
原
氏
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（

1
）
 

日
月
十
日
藤
原
守
遠
解

「
新
出

治
腐
凶
作
（
一

O
六
八
）

厳
島
文
書
」
四
号
）

（
2
）
応
徳
三
年
（
一

O
八
五
）
二
一
月
十
六
日
高
田
郡
司
脱
原
頼
方

所
領
出
立
券
文
（
「
新
出
厳
島
文
書
」
一
一
一
四
号

『
類
楽
符
宣
抄
』
第
七
天
徳
三
年
（
九
五
九
）
問
月
五
日

絞
沖
凶
司
解
、
同
応
和
三
年
（
九
L

ハ
コ
一
）
八
月
二
十
一
日
尾

強
国
叶
解
。

『
新
剛
山
明
符
宣
抄
』
第
七
版
保
二
年
（
九
六
五
）
二
月
十
七

日
美
濃
同
可
解
。

『

朝

野

群

戦

』

巻

第

け

二

諸

国

雑

事

上

「

国

司

条

々

事

」

の
「
一
探
土
日
目
。
可
度
線
公
文
由
。
牒
送
前
司
事
」
の
な
か

に
「
譜
第
図
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

か
つ
て
石
井
進
氏
は
「
譜
第
図
」
を
国
衡
が
国
内
武
士
を
把

握
す
る
た
め
に
作
成
し
た
登
録
簿
と
す
る
見
解
を
述
べ
ら
れ

た
。
（
「
中
位
成
立
問
軍
制
研
究
の
一
視
点
」
｜
凶
術
を
中

心
と
す
る
軍
事
力
組
織
に
つ
い
て
｜
」
『
史
学
雑
誌
』
七
八

編
一
二
号
、
一
九
六
九
年
）
。
一
方
、
米
同
級
介
氏
は
ご
矧

来
三
代
絡
』
天
長
一
刈
年
（
八
二
回
）
八
月
五
日
太
政
官
符

「
応
令
諸
国
郡
司
議
凶
牒
一
紀
一
進
事
」
、
『
天
平
六
年
出

雲
同
計
会
帳
』
天
平
五
年
（
七
三
三
）
八
月
解
節
度
使
解
文

十
五
条
内
の
一
条
に
「
口
日
中
送
公
文
四
巻
三
紙
」
と
し
て

「
軍
毅
譜
第
帳
一
巻
」
が
準
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、

軍
毅
と
郡
司
の
出
自
の
同
一
位
か
ら
「
軍
毅
譜
第
帳
と
は
い

え
、
そ
の
実
態
と
し
て
は
郡
司
の
譜
第
帳
と
同
様
の
も
の
」

と
し
、
「
郡
司
に
譜
第
制
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
き
、
お
そ

ら
く
軍
毅
譜
第
帳
と
同
様
の
郡
司
譜
第
帳
〈
郡
司
議
図
牒
）

が
作
成
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
さ
れ
、
郡
司
の
譜

第
関
係
を
記
し
た
も
の
が
国
衡
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
（
「
譜
第
の
意
味
に
つ
い
て
」
『
日
本

歴
史
』
二
五
四
号
、
一
九
六
九
年
）
。
『
朝
野
群
載
』
「
国

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
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（

7
）
 

司
条
々
事
」
に
お
い
て
前
任
国
司
が
新
任
国
司
に
引
き
継
ぐ

べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
「
譜
第
図
」
と
は
「
郡
司
譜
第
帳
」

「
郎
司
議
第
牒
」
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
。

『
半
井
家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
』
「
（
年
月
日
未
詳
）

蹴
州
事
注
文
」
。
な
お
本
文
書
に
つ
い
て
は
瀬
戸
葉
氏
「
半
井

家
本
『
医
心
方
』
紙
背
文
書
と
そ
の
周
辺

i
善
勝
寺
流
藤
原

氏
を
中
心
に

l
」
お
よ
び
同
氏
・
山
本
信
吉
氏
「
半
井
家
本

『
医
心
方
』
紙
背
文
書
」
（
と
も
に
『
加
能
史
料
研
究
』
四

号
‘
一
九
八
九
年
）
、
戸
田
芳
実
「
院
政
期
北
陸
の
国
司
と

同
術

l
医
心
方
嘉
文
書
め
ぐ
っ
て
｜
」
（
楠
瀬
勝
編
『
日
本

の
前
近
代
と
北
陸
社
会
』
、
忠
文
閣
出
版
、
一
九
八
九
年
）

参
照
。

頼
方
の
郡
司
職
補
任
を
一
不
す
史
料
は
、
永
保
三
年
（
一

O
八

一
二
）
六
月
七
日
太
政
官
符
（
『
御
判
物
帳
』
四
号
）
、
応
徳

二
年
（
一

O
八
五
）
二
月
十
六
日
安
芸
国
符
（
『
御
判
物
帳
』

五
号
）
で
あ
る
。

都
可
家
一
族
内
に
お
け
る
各
家
族
問
の
郡
司
の
地
位
を
め
ぐ

る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
石
母
田
氏
の
指
摘
す
る
と
こ

ろ
（
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
（
文
庫
版
）
一
九
六

S
七）

で
あ
る
。
ま
た
服
藤
氏
は
高
田
郡
藤
原
氏
を
事
例
と
し
て

「
嫡
子
の
庶
子
に
対
す
る
優
位
的
地
位
は
必
ず
し
も
安
定
的

で
な
か
っ
た
」
と
の
見
解
を
し
め
し
た
（
同
氏
前
掲
論
文
）
。

そ
れ
は
、
承
暦
二
年
（
一

O
七
八
）
に
頼
方
議
状
（
「
御
判

物
帳
」
コ
一
号
）
で
「
嫡
子
之
理
」
に
よ
っ
て
頼
方
か
ら
譲
与

を
受
け
て
い
る
頼
成
の
姿
を
確
認
し
、
一
方
で
保
延
五
年
の

藤
原
成
孝
か
ら
中
原
師
長
へ
の
寄
進
状
（
「
浅
野
忠
允
氏
旧

蔵
厳
島
文
書
」
一
号
）
の
副
進
相
伝
公
験
一
覧
に
、
頼
成
を

郁
司
に
補
任
す
る
太
政
官
符
が
二
通
存
夜
す
る
こ
と
に
対
し

て
、
寄
進
者
で
あ
る
成
孝
が
「
頼
成
二
倍
度
給
官
符
、
輿
舎

弟
有
相
論
之
故
也
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
結
果

導
か
れ
た
結
論
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
考
え
る
よ
う

に
相
諭
に
決
着
が
つ
い
て
は
じ
め
て
嫡
子
と
さ
れ
る
人
物
が

決
定
す
る
と
い
う
開
解
に
立
て
ば
、
頼
成
の
場
合
も
相
論
決

（

8
）
 

（

9
）
 

（
叩
）

着
後
に
頼
成
自
身
に
よ
っ
て
自
ら
を
「
嫡
子
」
と
す
る
先
代

新
方
か
ら
の
譲
状
が
作
成
さ
れ
た
も
の
と
の
推
定
さ
れ
よ
う
。

し
た
が
っ
て
こ
の
事
例
か
ら
「
嫡
子
の
庶
子
に
対
す
る
優
位
」

性
の
有
無
を
論
じ
る
の
は
適
切
と
は
思
わ
れ
な
い
。

欠
年
（
治
承
四
年
か
）
九
月
七
日
源
頼
綱
書
状
（

坂
文
書
」
一
八

O
四
号
）

坂
上
康
俊
「
負
名
体
制
の
成
立
」

二
号
一
九
八
五
年
）

坂
本
は
じ
め
に
（

2
）

「
厳
島
野

11 

（
『
史
学
維
誌
』

九
四
一
嗣

（
は
）

論
文。

お
わ
り
に

r

本
縞
に
お
い
て
考
察
し
た
こ
と
を
ま
と
め
た
い
。

十
一
世
紀
中
葉
に
都
郷
制
の
改
編
が
行
わ
れ
、
部
郷
司
が
徴
税
請

負
責
任
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
登
場
し
た
の
が
高
間
郡
司

藤
原
氏
で
あ
る
。
こ
の

J

族
は
守
仲
を
初
代
と
し
代
々
高
田
郡
郡
司

織
を
嫡
々
相
承
し
て
き
た
か
の
よ
う
に
代
々
議
状
を
手
継
ぎ
し
て
い

る
が
、
実
際
に
は
嫡
流
・
庶
流
を
含
め
た
一
族
問
の
激
し
い
郡
司
臓

を
め
ぐ
る
競
合
に
勝
ち
抜
い
た
者
が
「
譜
代
之
理
」
に
よ
り
郡
司
職

に
補
任
さ
れ
、
国
街
譜
第
図
に
登
録
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
「
嫡
々
相
承
」
の
譲
状
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

郡
司
織
を
め
ぐ
る
一
族
問
の
織
烈
な
競
合
に
勝
ち
抜
く
の
に
必
要

な
器
鼠
は
「
官
物
請
負
」
能
力
で
あ
る
。
郡
司
は
負
名
が
未
進
を
つ

く
る
と
所
領
を
没
収
す
る
こ
と
で
負
名
に
「
返
抄
」
を
与
え
る
。
没

収
し
た
土
地
は
郡
司
臓
に
付
指
し
た
所
領
と
し
て
自
己
の
も
つ
別
符

名

l
藤
原
氏
の
場
合
は
「
別
符
重
行
名
」

i
に
組
み
込
ん
で
い
く
。

こ
う
し
て
公
郷
の
な
か
に
広
大
な
郡
司
所
領
が
誕
生
し
、
さ
ら
に
は

ま
る
で
郷
全
体
が
郡
司
の
私
有
物
の
ご
と
く
な
る
。
た
だ
し
こ
の
別

符
名
に
も
低
率
な
が
ら
税
が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
郡
司

は
経
営
者
と
し
て
税
を
お
さ
め
る
必
要
が
あ
り
、
も
し
経
営
に
失
敗

し
未
准
を
引
き
起
こ
し
た
場
合
は
郡
司
職
解
任
と
な
り
、
新
た
に

「
日
物
請
負
」
能
力
を
持
つ
い
臼
に
邸
司
職
は
移
動
さ
せ
ら
れ
る
。
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